
政
令
第

号

特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
施
行
令
及
び
割
賦
販
売
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
及
び
割
賦
販
売
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
四
十
四
号
）
の

施
行
に
伴
い
、
並
び
に
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
第
二
号
、
第
三
項

及
び
第
四
項
、
第
六
条
第
四
項
、
第
二
十
六
条
第
三
項
第
一
号
、
第
三
十
四
条
第
四
項
、
第
四
十
条
の
二
第
二
項
第
四
号
、
第

五
十
二
条
第
三
項
、
第
六
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
六
十
八
条
並
び
に
割
賦
販
売
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百

五
十
九
号
）
第
二
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
二
百
九
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
見
出
し
を
「
（
特
定
顧
客
の
誘
引
方
法
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
若
し
く
は
電
報
」
を
「
、
電
報
、
フ

ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
を
用
い
て
送
信
す
る
方
法
若
し
く
は
法
第
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
方
法
（
以
下
「
電
磁
的
方

法
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
若
し
く
は
電
報
」
を
「
、
電
報
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
を
用
い
て
送
信
す

る
方
法
若
し
く
は
電
磁
的
方
法
」
に
改
め
る
。



第
二
条
第
一
号
中
「
若
し
く
は
電
報
」
を
「
、
電
報
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
を
用
い
て
送
信
す
る
方
法
若
し
く
は
電
磁
的

方
法
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
又
は
電
報
」
を
「
、
電
報
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
を
用
い
て
送
信
す
る
方
法
又
は
電
磁

的
方
法
」
に
改
め
る
。

第
三
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
指
定
商
品
等
）
」
を
付
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加

え
る
。

（
勧
誘
目
的
を
告
げ
な
い
誘
引
方
法
）

第
三
条
の
二

法
第
六
条
第
四
項
、
第
三
十
四
条
第
四
項
及
び
第
五
十
二
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
方
法
は
、
電
話
、
郵

便
、
信
書
便
、
電
報
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
を
用
い
て
送
信
す
る
方
法
若
し
く
は
電
磁
的
方
法
に
よ
り
、
若
し
く
は
ビ
ラ

若
し
く
は
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
配
布
し
若
し
く
は
拡
声
器
で
住
居
の
外
か
ら
呼
び
掛
け
る
こ
と
に
よ
り
、
又
は
住
居
を
訪
問

し
て
、
営
業
所
そ
の
他
特
定
の
場
所
へ
の
来
訪
を
要
請
す
る
方
法
と
す
る
。

第
四
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
契
約
の
申
込
み
の
撤
回
等
が
で
き
な
い
指
定
商
品
）
」
を
付
す
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、
「
電
磁
的
方
法
に
」
を
「
同

項
前
段
に
規
定
す
る
方
法
に
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
電
磁
的
方
法
に
よ
り
電
磁
的
方
法
」
を
「
法
第
十
三
条
第
二
項



前
段
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
同
項
前
段
に
規
定
す
る
方
法
」
に
、
「
法
第
十
三
条
第
二
項
」
を
「
同
項
」
に
、
「
電
磁
的

方
法
に
よ
つ
て
」
を
「
同
項
前
段
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
つ
て
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
相
手
方
を
い
う
」
を
「
者
に
限
る
」
に
改
め
る
。

第
九
条
中
「
若
し
く
は
電
報
」
を
「
、
電
報
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
を
用
い
て
送
信
す
る
方
法
若
し
く
は
電
磁
的
方
法
」

に
改
め
る
。

第
十
条
中
「
相
手
方
を
い
う
」
を
「
者
に
限
る
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
商
品
販
売
契
約
の
解
除
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
）

第
十
条
の
二

法
第
四
十
条
の
二
第
二
項
第
四
号
の
政
令
で
定
め
る
と
き
は
、
連
鎖
販
売
加
入
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由

に
よ
り
、
当
該
商
品
の
全
部
又
は
一
部
を
滅
失
し
、
又
は
き
損
し
た
と
き
と
す
る
。

第
十
七
条
の
表
以
外
の
部
分
中
「
連
鎖
販
売
業
を
行
う
者
（
統
括
者
又
は
勧
誘
者
以
外
の
者
で
あ
つ
て
、
連
鎖
販
売
業
を

行
う
者
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
「
一
般
連
鎖
販
売
業
者
」
に
改
め
、
同
条
の
表
連
鎖
販
売
業
を
行
う
者
の
項
中
「
連

鎖
販
売
業
を
行
う
者
」
を
「
一
般
連
鎖
販
売
業
者
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
密
接
関
係
者
）



第
十
七
条
の
二

法
第
六
十
六
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

一

法
第
四
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
関
連
商
品
の
販
売
を
行
う
者

二

業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引
に
係
る
業
務
の
提
供
を
行
う
者

三

法
第
六
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
販
売
業
者
等
が
行
う
特
定
商
取
引
に
関
す
る
事
項
で
あ
つ
て
、
顧
客
（
電
話
勧

誘
顧
客
を
含
む
。
）
若
し
く
は
購
入
者
若
し
く
は
役
務
の
提
供
を
受
け
る
者
、
連
鎖
販
売
取
引
の
相
手
方
又
は
業
務
提

供
誘
引
販
売
取
引
の
相
手
方
の
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
る
重
要
な
も
の
を
告
げ
、
又
は
表
示
す
る
者

第
十
八
条
第
一
項
中
「
法
第
六
十
六
条
第
一
項
」
を
「
法
第
六
条
の
二
、
第
三
十
四
条
の
二
、
第
三
十
六
条
の
二
、
第
四

十
三
条
の
二
、
第
四
十
四
条
の
二
、
第
五
十
二
条
の
二
、
第
五
十
四
条
の
二
及
び
第
六
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
」

に
、
「
連
鎖
販
売
業
を
行
う
者
」
を
「
一
般
連
鎖
販
売
業
者
」
に
、
「
第
七
条
、
第
八
条
、
第
三
十
八
条
、
第
三
十
九
条
、

第
四
十
六
条
、
第
四
十
七
条
、
第
五
十
六
条
、
第
五
十
七
条
及
び
第
六
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
六
条
の
二
、
第
七
条
、
第

八
条
、
第
三
十
四
条
の
二
、
第
三
十
六
条
の
二
、
第
三
十
八
条
、
第
三
十
九
条
、
第
四
十
三
条
の
二
、
第
四
十
四
条
の
二
、

第
四
十
六
条
、
第
四
十
七
条
、
第
五
十
二
条
の
二
、
第
五
十
四
条
の
二
、
第
五
十
六
条
、
第
五
十
七
条
及
び
第
六
十
六
条
第

一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
七
条
、
第
八
条
、
第
三
十
八
条
、
第
三
十
九
条
、
第
四
十
六
条
、



第
四
十
七
条
、
第
五
十
六
条
、
第
五
十
七
条
又
は
第
六
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
六
条
の
二
、
第
七
条
、
第
八
条
、
第
三
十

四
条
の
二
、
第
三
十
六
条
の
二
、
第
三
十
八
条
、
第
三
十
九
条
、
第
四
十
三
条
の
二
、
第
四
十
四
条
の
二
、
第
四
十
六
条
、

第
四
十
七
条
、
第
五
十
二
条
の
二
、
第
五
十
四
条
の
二
、
第
五
十
六
条
、
第
五
十
七
条
又
は
第
六
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三

項
ま
で
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
中
第
五
十
五
号
を
第
五
十
七
号
と
し
、
第
三
十
九
号
か
ら
第
五
十
四
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
十

八
号
の
二
を
第
四
十
号
と
し
、
第
十
号
か
ら
第
三
十
八
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
表
第
九
号
中
「
太
陽
光
発
電
装

置
」
の
下
に
「
そ
の
他
の
発
電
装
置
」
を
加
え
、
同
号
を
同
表
第
十
号
と
し
、
同
表
第
八
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九

家
庭
用
石
油
タ
ン
ク
並
び
に
そ
の
部
品
及
び
附
属
品

別
表
第
三
第
四
号
中
ホ
を
ヘ
と
し
、
イ
か
ら
ニ
ま
で
を
ロ
か
ら
ホ
ま
で
と
し
、
ロ
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ

家
庭
用
石
油
タ
ン
ク

別
表
第
三
第
八
号
ロ
中
「
太
陽
光
発
電
装
置
」
の
下
に
「
そ
の
他
の
発
電
装
置
」
を
加
え
る
。

別
表
第
三
中
第
十
八
号
を
第
二
十
号
と
し
、
第
十
七
号
を
第
十
九
号
と
し
、
第
十
六
号
を
第
十
八
号
と
し
、
同
表
第
十
五

号
中
「
測
量
」
の
下
に
「
、
整
地
又
は
除
草
」
を
加
え
、
同
号
を
同
表
第
十
七
号
と
し
、
同
表
中
第
十
四
号
を
第
十
六
号
と



し
、
第
十
三
号
を
第
十
五
号
と
し
、
同
表
第
十
二
号
中
リ
を
ヌ
と
し
、
ハ
か
ら
チ
ま
で
を
ニ
か
ら
リ
ま
で
と
し
、
同
号
ロ
中

「
太
陽
光
発
電
装
置
」
の
下
に
「
そ
の
他
の
発
電
装
置
」
を
加
え
、
同
号
中
ロ
を
ハ
と
し
、
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ロ

家
庭
用
石
油
タ
ン
ク

別
表
第
三
中
第
十
二
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
八
号
の
二
を
第
九

号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十

次
に
掲
げ
る
物
品
の
取
り
外
し
又
は
撤
去

イ

家
庭
用
電
気
機
械
器
具

ロ

防
虫
剤
、
殺
虫
剤
、
防
臭
剤
及
び
脱
臭
剤
（
医
薬
品
を
除
く
。
）
並
び
に
か
び
防
止
剤
及
び
防
湿
剤

ハ

太
陽
熱
利
用
冷
温
熱
装
置

ニ

浄
化
槽

（
割
賦
販
売
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

割
賦
販
売
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
三
百
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
三
の
見
出
し
を
「
（
契
約
の
申
込
み
の
撤
回
等
が
で
き
な
い
指
定
商
品
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
（
法



第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
及
び
第
三
十
条
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
「
、
第
二
十
九
条
の
三
の
三
第

一
項
前
段
及
び
第
三
十
条
の
二
の
三
第
一
項
前
段
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
（
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
及
び
第
三

十
条
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
「
、
第
二
十
九
条
の
三
の
三
第
一
項
第
三
号
及
び
第
三
十
条
の
二
の

三
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
の
四
中
「
第
十
三
条
の
六
」
を
「
第
十
三
条
の
七
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
中
第
五
十
二
号
を
第
五
十
四
号
と
し
、
第
十
三
号
か
ら
第
五
十
一
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
二
号

を
第
十
三
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
四

太
陽
光
発
電
装
置
そ
の
他
の
発
電
装
置

別
表
第
一
中
第
十
一
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
十
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
一

ビ
ラ
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
カ
タ
ロ
グ
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
印
刷
物

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
及
び
割
賦
販
売
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
六



年
十
一
月
十
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
、
第
十
三
条
、
第
十
八
条
及
び

第
二
十
条
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
契
約
の
申
込
み
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

一

こ
の
政
令
の
施
行
前
に
販
売
業
者
が
追
加
指
定
商
品
（
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
施
行

令
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
令
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一
に
掲
げ
る
物
品
の
う
ち
、
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
前
の
特

定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
令
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一
に
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
も

の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
き
受
け
た
売
買
契
約
の
申
込
み

二

こ
の
政
令
の
施
行
前
に
役
務
提
供
事
業
者
が
追
加
指
定
役
務
（
新
令
別
表
第
三
に
掲
げ
る
役
務
の
う
ち
、
旧
令
別
表
第

三
に
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
き
受
け
た
役
務
提
供
契
約
の
申
込
み

２

法
第
五
条
、
第
十
条
、
第
十
九
条
及
び
第
二
十
五
条
の
規
定
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
追
加
指
定
商
品
又
は
追
加
指
定

役
務
に
つ
き
締
結
さ
れ
た
売
買
契
約
又
は
役
務
提
供
契
約
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

３

法
第
九
条
及
び
第
二
十
四
条
の
規
定
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
販
売
業
者
若
し
く
は
役
務
提
供
事
業
者
が
追
加
指
定
商



品
若
し
く
は
追
加
指
定
役
務
に
つ
き
受
け
た
売
買
契
約
若
し
く
は
役
務
提
供
契
約
の
申
込
み
若
し
く
は
そ
の
申
込
み
に
係
る

売
買
契
約
若
し
く
は
役
務
提
供
契
約
が
こ
の
政
令
の
施
行
後
に
締
結
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
売
買
契
約
若
し
く
は
役
務

提
供
契
約
又
は
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
追
加
指
定
商
品
若
し
く
は
追
加
指
定
役
務
に
つ
き
締
結
さ
れ
た
売
買
契
約
若
し
く
は

役
務
提
供
契
約
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

（
割
賦
販
売
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条

割
賦
販
売
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
、
第
五
条
、
第
六
条
、
第
二
十
九
条
の
三
及
び
第
三
十
条
の
二
の

規
定
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
締
結
し
た
契
約
で
、
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
割
賦
販
売
の
方
法
、
同
条
第
二
項
に

規
定
す
る
ロ
ー
ン
提
携
販
売
の
方
法
又
は
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
割
賦
購
入
あ
っ
せ
ん
に
係
る
販
売
の
方
法
（
以
下
「
割

賦
販
売
等
の
方
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
追
加
指
定
商
品
（
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
割
賦
販
売
法
施
行
令
別
表
第
一
第

十
一
号
又
は
第
十
四
号
に
掲
げ
る
指
定
商
品
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
販
売
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

２

法
第
四
条
の
三
、
第
二
十
九
条
の
三
の
二
及
び
第
三
十
条
の
二
の
二
の
規
定
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
割
賦
販
売
業
者

、
ロ
ー
ン
提
携
販
売
業
者
又
は
割
賦
購
入
あ
っ
せ
ん
関
係
販
売
業
者
が
受
け
た
申
込
み
で
、
割
賦
販
売
等
の
方
法
に
よ
り
追

加
指
定
商
品
を
販
売
す
る
契
約
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。



３

法
第
四
条
の
四
、
第
二
十
九
条
の
三
の
三
及
び
第
三
十
条
の
二
の
三
の
規
定
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
割
賦
販
売
業
者

、
ロ
ー
ン
提
携
販
売
業
者
若
し
く
は
割
賦
購
入
あ
っ
せ
ん
関
係
販
売
業
者
が
受
け
た
申
込
み
で
割
賦
販
売
等
の
方
法
に
よ
り

追
加
指
定
商
品
を
販
売
す
る
契
約
に
係
る
も
の
若
し
く
は
当
該
申
込
み
に
係
る
契
約
が
こ
の
政
令
の
施
行
後
に
締
結
さ
れ
た

場
合
に
お
け
る
当
該
契
約
又
は
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
締
結
し
た
契
約
で
割
賦
販
売
等
の
方
法
に
よ
り
追
加
指
定
商
品
を
販

売
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

４

法
第
二
十
九
条
の
四
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
購
入
者
が
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る

ロ
ー
ン
提
携
販
売
の
方
法
に
よ
り
購
入
す
る
契
約
を
締
結
し
た
追
加
指
定
商
品
に
係
る
分
割
返
済
金
又
は
弁
済
金
に
つ
い
て

は
、
適
用
し
な
い
。

５

法
第
三
十
条
の
二
の
四
及
び
第
三
十
条
の
三
の
規
定
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
締
結
し
た
契
約
で
法
第
二
条
第
三
項
に

規
定
す
る
割
賦
購
入
あ
っ
せ
ん
に
係
る
販
売
の
方
法
に
よ
り
追
加
指
定
商
品
を
販
売
す
る
も
の
に
係
る
割
賦
購
入
あ
っ
せ
ん

に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

６

法
第
三
十
条
の
四
及
び
第
三
十
条
の
五
の
規
定
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
購
入
者
が
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
割

賦
購
入
あ
っ
せ
ん
に
係
る
購
入
の
方
法
に
よ
り
購
入
す
る
契
約
を
締
結
し
た
追
加
指
定
商
品
に
係
る
支
払
分
又
は
弁
済
金
に



つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。



理

由

特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
及
び
割
賦
販
売
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
訪
問
販
売
等
に
係
る
誘
引
方
法

、
連
鎖
販
売
取
引
に
係
る
商
品
販
売
契
約
の
解
除
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
等
に
つ
い
て
定
め
る
と
と
も
に
、
訪
問
販
売

等
に
係
る
指
定
商
品
及
び
指
定
役
務
並
び
に
割
賦
販
売
等
に
係
る
指
定
商
品
を
追
加
す
る
等
の
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


